
1.成年になる！? 
2.自立について考える
3.トラブルに巻き込まれない
4.リスクに備える
5.まとめ

本日の授業内容

成年になるということ
～18歳成人、今から考える自立とリスク管理～
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1. 成年になる！? 

2



成年になると…

成年になると何が変わるの？

①保護者の同意を得なくても自分の意思で
 様々な契約ができる。
②住む場所や進路等を自分の意思で決め
 られる。

成年年齢は18歳
※2022年4月に20歳→18歳になりました。
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18歳でできること・できないこと
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成年(18歳)になったらできること 20歳にならないとできないこと

契約以外にも・・・

◆選挙で投票できる

◆普通自動車免許が取得できる

◆国家資格（公認会計士、医師、司法
書士、薬剤師等）を取得できる

◆結婚することができる
（男女ともに18歳から可能）

※2022年3月までは男性18歳、女性16歳

◆飲酒をする

◆喫煙をする

◆競馬、競輪、オートレース、競艇
の投票券を買う（ギャンブル）

＊法務省民事局作成パンフレット「民法の一部を改正する法律（成年年齢関係）について」をもとに生命保険文化センターが作成



【問題１】ローンを組む

成年になれば、自分でロ－ンを組
んで（お金を借りる）、車を購入
することはできる？

〇 or ×

【答え】 〇

保護者の同意がなくてもお金を借りること
ができます。
※返済能力を超える場合など、ロ－ンの契約ができないことがありますので、
注意が必要です。 5



【問題２】クレジットカードを作る

成年になれば、後払いで欲しい
ものが買えたり、お金を借りられ
る「クレジットカード」を作ることは
できる？

〇 or ×

【答え】 〇

保護者の同意がなくても作成できます。
※支払能力により、作成ができないことがありますので、注意が必要です。
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壱万円
●

クレジットカードでカード会社に立て替えて

もらったお金や、金融機関などから借りた

お金は返済する責任と義務があります。

金融機関などからお金を借りると利息

をつけて返済する必要があります。

②各種「ロ－ン」

「自動車ローン」 「住宅ローン」

「教育ローン」

①「クレジットカード」

「A:カード会社」が代金を立て替えて
「B:販売店」にお金を支払います。
「C:カードの利用者」は先に商品を手に
入れて、 後日「A:カード会社」に支払い
期日までにお金を支払います。
※口座引き落とし

A:カード
会社

C:カードの
利用者

B:販売店

カード契約

商品の引き渡し

暗証番号の入力

またはサイン

後日、
期日までに
支払い

代金
立て替え

手数料

(発行)

(申し込み)
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クレジットカード・ローン



キャッシュレス決済

①プリペイド 
カード

②電子
マネー

③デビット
カード

④クレジット   
カード

前払い 前払い
※電子マネーにクレジットカー
ドでチャージすると後払い。

即時払い
※口座に残高が必要

後払い
※口座に残高が必要

現金を使わずに支払う「キャッシュレス」

にもさまざまな方法があります。

自分に合った支払い方法を考えて

利用すること、お金の使い過ぎに注意す

ることが大切です。
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【問題３】契約をする

未成年（18歳未満）で保護者の
同意を得ずに化粧品の定期購入の
契約をしました。この契約は取り消せ
る？

〇 or ×

【答え】 〇

成年者と比べて社会経験の少ない未成年者が不利
益を被らないように、未成年者が親などの保護者(法
定代理人)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り
消すことができます。これが未成年者取消しです。
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こうむ



無くなる未成年者取消し

18歳で成年になると・・・

未成年者取消しができなくなります
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※未成年取消しの例外（一部ですが、以下に該当する場合には、未
成年者取消しができません）

①小遣いの範囲内の少額な契約の場合
⇒使うことを許された範囲内の財産の使用は、未成年者取消しの
対象外です。

②未成年者が成年者であるとウソをついた場合
⇒未成年者自身に落ち度があれば、この保護は受けられません。



まとめ（1.成年になる！？）

②未成年者取消しができなくなります。

①親など保護者の同意がなくても、

   自分ひとりで様々な契約ができます。
例えば…

・ローンを組んで車を購入する ・クレジットカードを作成する

・化粧品などを定期購入する ・携帯電話を購入する

・マンションを借りる ・保険に加入する

③「契約」は責任をともないます。
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考えてみよう

これまでの学習を通して学ん
だように、成年になると色々
な責任がともないますが、
みんなはどんな点に注意する
必要があると思いますか。
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２. 自立について考える
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「働く目的」は、お金を稼ぐため、社会の一員として務め
を果たすため、自分の才能や能力を発揮するためなど
人それぞれ違います。 自分自身の働く目的について考
えてみましょう。

14注 回答者：18歳以上の日本国籍を有する者 ＊内閣府「国民生活に関する世論調査」（令和7年）

無回答

自分の才能や能力を発揮するために働く

生きがいをみつけるために働く

社会の一員として、務めを果たすために働く

お金を得るために働く 63.2% 10.9% 7.2% 13.3% 5.4%

働く目的について



働き方について

正規雇用

一般的に、会社内で正社員
と呼ばれ、期間の定めのない
雇用契約で働いている。

加入義務あり

男 2億6,280万円

女 2億990万円

非正規雇用

一般的に、契約社員やパートタイ
マー、アルバイト、派遣社員の区
分があり、期間を定めた雇用契
約で働いている。
正規雇用と比べて短い時間で
働く場合もある。

一定の条件を満たせば
加入義務あり

男 1億5,040万円

女 1億2,490万円

概

要

社
会
保
険

生
涯
賃
金

注 生涯賃金は大学卒の数値。退職金は含まれない。

＊労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計」（2025年）

正規雇用
63.2%

非正規雇用
36.8%

正規雇用

3,654万人

非正規雇用

2,126万人

＊総務省「労働力調査（基本集計）」（2024年）
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収入と支出のバランスを考える

収入と支出によって家計は成り立ちま

す。お金の使い方を考えることが大切

です。
収入 支出

給与明細の例（20歳代前半・独身）

注 国税庁「民間給与実態統計調査」（令和6年）20～24歳の平均給与額をもとに作成。

※上記の金額は一例であり、実際の金額と異なる場合があります。

1ヵ月の支出例（単身・勤労者世帯）

注 年間収入階級257～352万円の世帯。上記の支出例は非消費支出は含まない。

※総務省「家計調査年報（家計収支編）」（2024年）



一般労働者の年収

＊厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和6年）をもとに生命保険文化センターが作成 17

年齢 高校卒
（男性）

高専・短大卒

（男性）
大学卒
（男性）

高校卒
（女性）

高専・短大卒

（女性）
大学卒
（女性）

全体 512 599 684 353 443 495

19歳以下 285 － － 255 － －

20歳代 395 423 446 321 359 412

30歳代 492 552 614 343 405 492

40歳代 565 662 770 366 470 564

50歳代 603 731 878 390 497 623

60歳代 429 504 603 321 399 506

70歳以上 318 315 493 288 440 580

（単位：万円）

注1 10人以上の常用労働者がいる民営事業所の数値。一般労働者は、短時間労働者に該当しない通常の所定労働時間・日数の労働者。

注2 上記金額は、きまって支給する現金給与総額に年間賞与などを加えた金額。

●性別・学歴別・年代別賃金



まとめ（２. 自立について考える）
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家計を自分で考える上で収入と支出のバランス
は大切になってきます。

①

働き方や働く目的は人それぞれです。自分にとっ
て何が大切かを考えましょう。

②



３. トラブルに
巻き込まれない
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意外と身近な若者の消費者トラブル

20＊出典:国民生活センター「18歳・19歳の消費生活相談の状況－2024年度－」、総務省「人口推計（2023年（令和5年）10月1日現在）」をもとに生命保険文化センターが作成

契約当事者が18歳・19歳の相談件数の推移

18歳・19歳の人口は約200万人
約225人に1人が相談をしている
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若者の消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢区分別・2024年）

若者の消費生活相談

＊出典：消費者庁「令和7年版消費者白書」
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若者の消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢区分別・2024年）

若者の消費生活相談

＊出典：消費者庁「令和7年版消費者白書」



困ったら相談しましょう

消費者トラブル等の相談窓口の電話番号は
188番（いやや！）→ 身近な消費生活センター
や消費生活相談窓口を案内してくれます。

※相談は無料。土日祝もつながります。

困ったらひとりで悩まずに消費生活

センターなどに相談しましょう。

困ったことになった・・・
トラブルにあった・・・
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「ク－リング・オフ」って何?

契約は、慎重によく考えてから

行うようにしましょう。

• ク－リング・オフ(Cooling off)は一定の期間内であれ

ば、理由を問わず契約を解消できるしくみです（もともと

「頭を冷やして、考え直す」という意味があります）。

• しかし、商品・サービス、販売方法によって、クーリング・オ

フができない場合があるので、契約前にしっかりと確認し

ておきましょう。

24



＊警視庁HP、政府広報オンラインをもとに生命保険文化センターが作成

「闇バイト」とは？

闇バイトに申し込んでしまったら、最寄りの
警察署や警察相談専用電話「#9110」
に電話しよう。

もし闇バイトに応募してしまうと・・・

詐欺の受け子や出し子、強盗の実行犯など、犯罪
組織の手先として利用され犯罪者となってしまいます。

SNSやインターネット掲示板などで、短時間で高収入が得られる
など甘い言葉で募集しているもの

25



＊警視庁HPをもとに生命保険文化センターが作成

「闇バイト」の事例

①相手の指示に従わなかったときの事例

「Instagram」で知り合った相手から「シグナル」に誘導され

「受け子・出し子」の指示を受けるも、指示に従わなかったこ

とで、指示役から電話で脅され、親族にも着信があり怖く

なった。 

②個人情報を握られてしまった時の事例

「X」で「高額収入」と書かれた投稿を見て「シグナル」に誘導

され、氏名や住所、生年月日、免許証の写真等を送信。相

手から仕事の誘いがあったが、犯罪になると思い、断り続け、

「シグナル」等のアプリをアンインストールしたところ、「LINE」

で「お前、逃がさないからな。」といったメッセージと自分の個

人情報が全て送られてきた。
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まとめ（３. トラブルに巻き込まれない）

もし消費者トラブルに巻き込まれてしまったら、
188番（いやや！）に電話をかける等して周り
の人に相談しましょう。

②

契約は、慎重によく考えてから行うようにしましょう。④
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申込みをやめたいなと思ったときは、一定の期間
内であれば、クーリング・オフを使うことができます。

③

※場合によってはクーリング・オフを使うことができない契約もあります。

トラブルは、未然に防ぐことが大切です。①



4.リスクに備える
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リスクとは何か

リスクとは…

病気で入院

スマホを破損

交通事故 自転車の盗難

起きてほしくないことで、起きるとお金がかかること

29

介護



リスクに直面した高校生の事例

9,266万円賠償額
被害者の損害に対して、
加害者が支払わなけれ
ばならない金額

男子高校生が昼間、交通ルールを守らずに自転車で車
道を斜めに横断していたところ、対向車線を自転車で
走っていた男性会社員と衝突してしまい、男性会社員に
重大な障害（言語機能の喪失等）を負わせてしまった。

（東京地方裁判所、2008年6月5日判決）
＊一般社団法人日本損害保険協会「ファクトブック2025」をもとに生命保険文化センターが作成
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自分の身を守るために

社会保障制度
(社会保険等)

預貯金

リ
ス
ク

①公的保障

②私的保障

自
分

公的医療保険

【主な社会保険】

民間保険
本人の意思

国
など

法で強制

公的年金保険
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「民間保険」で備える

生命保険 損害保険

対象

受取額
あらかじめ約束した

金額
事故により発生した

損害額

備えられる
リスク

●死亡
●病気・ケガ
●老後
●介護

など

  

●交通事故
●火事
●台風や地震
●ケガ

など

人 モノ
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預貯金 民間保険

特 徴

さまざまな目的の

ために貯める

特定の損失

に備える

貯蓄額は毎年100万円（総額1,000万円） 保険料は毎年約3万円（総額約30万円）
30歳 40歳

目
標
額

30歳 40歳

預貯金と民間保険の違い

特 徴

注 ①預貯金は利子や税金などを考慮しない金額。 ②保険料は男性（30歳）契約で、保険期間10年、保険金額1,000万円の定期保険の例。実際の
保険料は、保険種類や契約内容、生命保険会社によって異なる場合があります。 33



「生命保険」には契約が必要

〈保険料って何？〉

保障を得る代わりに、契約者が生命保険会社に払い込むお金

〈保険金・給付金って何？〉

死亡や入院などにより、受取人が生命保険会社から受け取るお金

ワンポイント

⑥保険金・給付金の受取り
⑤リスクの発生

①申込書の提出 ②告知（診査） ③初回保険料
の払い込み

④書類（保険証券）
が届く

34



生命保険の種類
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申込みの取り消しができる期間は、
8日以内

⚫ クーリング・オフを活用すると、保険料はそのまま返金されます。
⚫ 生命保険会社や商品によっては9日以上の期間を設けている場合
もあります。

⚫ 契約にあたって医師による診査を受けた場合など、クーリング・オフ
ができない場合もあります。

一般的に、「クーリング・オフに関する書面を受け
取った日」か「申込日」のいずれか遅い日から、そ
の日を含めて8日以内ならば申し込みを撤回でき
ます。

「生命保険」にもク－リング・オフが使えます

〈生命保険の契約の場合〉

36



まとめ（4.リスクに備える）

民間保険など、さまざまな契約を利用することで、
リスクに備えることができます。

①

情報収集を行い、自分にとって必要な保険商品を
慎重に選ぶことが大切です。契約する時は複数の
会社・商品を比較してみましょう。

②
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5.まとめ
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まとめ

18歳から、自分ひとりで契約できるかわりに、未
成年を理由に契約は取り消せません。

①

トラブルなどで困ったときはひとりで悩まずに、周
りの人や専門家などに相談しましょう。

③

民間保険など、さまざまな契約を利用することで、
リスクに備えることができます。

④

39

家計を自分で考える上で収入と支出のバランス
は大切になってきます。

②
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